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川口市市民投票条例素案について（答申） 

 

 平成 24年 2月 14日付けをもって、「川口市市民投票条例」について、本策定委員

会に対し諮問がありました。この諮問を受けました本策定委員会では、川口市自治基

本条例の理念に則り、公募委員 4 名を含む 15 名の委員により条例素案の策定作業に

とりかかりました。 

 策定作業は、川口市自治基本条例の理念を委員全員の共通理解とするために、自治

基本条例策定委員会の委員として同条例の策定に携わり、本委員会においても委員を

務める学識経験者の大学教授による研修から始め、川口市自治基本条例第 30 条第 3

項の規定により市民投票条例にて定めることとされている事項について、検討してま

いりました。特に重要なポイントとして、市民投票に付することができる事項、市民

投票を請求する場合の要件、投票権を有する者の資格、投票及び開票の方法並びに市

民投票の成立要件については、市民投票制度の骨格を成すものとして、可能な限り時

間を割き、各委員がそれぞれの立場や経験にもとづき様々な角度から議論を尽くした

うえで、多数決による決定ではなく、委員の総意としての結論にこだわりました。ま

た、このようにしてまとめ上げた条例素素案についてパブリックコメントを行い、市

民の意見を拝聴したところであります。 

 本答申に添付した条例素案は、自治基本条例に定める本市における自治の実現、す

なわち市政の主権者である市民が、市民として幸せに暮らせる地域社会を実現するた

め、市民の意思を的確に市政に反映させるしくみのひとつとして、市民投票が有効か

つ安定して機能することに重点をおき策定したものです。 

 ここに、この条例素案の趣旨を最大限に尊重し、条例案が提案されることを切に願

い、別紙のとおり、条例素案を本委員会の総意として答申するものであります。 

 なお、本委員会の役割はこの条例素案の答申をもって終了いたしますが、市民投票

条例施行規則等の策定においては、この答申には記載のない本委員会における議論の

論旨、たとえば投票立会人および開票立会人の選任については中立性を担保すること

を規則に明記することなどを確実に反映していただき、また、市民投票制度を理解し、

有効に活用していただく一助として、市民向けに分かりやすく解説する手引きの策定

をお願いすることを申し添えます。 
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 川口市市民投票条例素案 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、川口市自治基本条例（平成２１年条例第６号。以下「自治基本

条例」という。）第３０条第３項の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（市民投票に付することができる事項） 

第２条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項（以下「重要事

項」という。）は、本市の自治（自治基本条例第２条第３号に規定する自治をいう。）

の実現に重大な影響を与える事項であって、市民に直接その賛成又は反対を問う必

要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。 

 （１）市の権限に属さない事項 

 （２）法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項 

 （３）専ら特定の市民又は地域に関する事項 

 （４）市内部の事務処理に関するもの 

 （５）市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

 

（投票資格者） 

第３条 市民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第９条第２項に規定する川口市の議会の議員及び長

の選挙権を有する者とする。ただし、公職選挙法第１１条第１項若しくは第２５２

条、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２８条又は地方公共団体の議

会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に

関する法律（平成１３年法律第１４７号）第１７条第１項から第３項までの規定に

より選挙権を有しない者については、投票の資格を有しないものとする。 

 

（市民投票の請求等） 

第４条 投票資格者は、重要事項について、その総数の 6分の１以上の者の連署をも

って、市民投票を発議し、その代表者から、市長に対し市民投票の実施を請求する

ことができる。この場合において、署名に関する手続等は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）の規定に基づき行われる直接請求の例によるものとする。 

２ 市議会は、重要事項について、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て議

員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市民投票を発議し、市長に対

し、市民投票の実施を請求することができる。 

３ 市長は、重要事項について、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施することが

できる。 



 

４ 市長は、第１項の規定による市民からの請求（以下「市民請求」という。）又は第

２項の規定による議会からの請求（以下「議会請求」という。）があったときは、そ

の請求の内容が第２条の各号の規定に該当する場合を除き、市民投票を実施しなけ

ればならない。 

５ 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第３項の規定により自ら

市民投票を実施（以下「市長発議」という。）するときは、直ちにその要旨を公表す

るとともに、川口市選挙管理委員会（以下「選挙管理委員会」という。）にその旨を

通知しなければならない。 

 

（市民投票の形式） 

第５条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければなら

ない。 

 

（市民投票の執行） 

第６条 市民投票は、市長が執行するものとする。 

２ 市長は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、その権限に属する市民投票

の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。 

 

（投票資格者名簿の調製等） 

第７条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものと

する。 

２ 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第１９条

から第３０条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。

この場合において、同法第２７条第１項に規定する表示をなされた者は、投票資格

者名簿に登録されていないものとみなす。 

 

（市民投票の期日） 

第８条 市民投票の期日（以下「投票日」という。）は、第４条第５項の規定による通

知のあった日から起算して３０日を経過した日から９０日を超えない範囲内におい

て、選挙管理委員会が定め、公表するものとする。 

２ 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県

の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われると

きその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を前項に規定す

る期間の範囲内で変更することができる。 

３ 選挙管理委員会は、第１項の規定により投票日を定めたとき、及び前項の規定に

よりこれを変更したときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の７

日前までに告示しなければならない。 

 



 

（投票所等） 

第９条 投票所及び第１３条第５項に規定する期日前投票の投票所（以下「期日前投

票所」という。）は、規則で定めるところにより、選挙管理委員会の指定した場所に

設ける。 

２ 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の５日前までに、期日前投票所にあ

っては前条第３項の規定による告示の日（以下「告示日」という。）にその場所を告

示しなければならない。 

 

（投票資格者名簿の登録及び投票） 

第１０条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。た

だし、市民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、

同法第４２条第１項ただし書の規定により投票した者（その投票した日において市

の区域内に住所を有している者に限る。）については、当該市民投票の投票をするこ

とができる。 

２ 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることがで

きない者であるときは、投票をすることができない。 

 

（投票資格者でない者の投票） 

第１１条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をす

ることができない。 

 

（投票所においての投票） 

第１２条 市民投票の投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票の当

日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければな

らない。 

 

（投票の方法） 

第１３条 市民投票は、１人１票の投票とし、秘密投票とする。 

２ 投票人は、投票用紙の二つの選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号

を記載しなければならない。 

３ 前項及び次条第１項第６号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、

自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定

めるところにより、代理投票をすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところ

により、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投票人

は、点字用の投票用紙に市民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対す

るときは反対と点字により自書しなければならない。 

５ 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は



 

不在者投票を行うことができる。 

 

（無効投票） 

第１４条 前条第２項に規定する投票については、次の各号に掲げる投票は無効とす

る。 

 （１）所定の投票用紙を用いないもの 

 （２）○の記号以外の事項を記載したもの 

 （３）○の記号のほか、他事を記載したもの 

 （４）○の記号を投票用紙の二つの選択肢の欄に記載したもの 

 （５）○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの 

 （６）○の記号を自書しないもの 

 （７）白紙投票 

２ 前条第４項に規定する点字投票については、次の各号に掲げる投票は無効とする。 

 （１）点字用の投票用紙を用いないもの 

 （２）賛成又は反対以外の事項を記載したもの 

 （３）賛成又は反対のほか、他事を記載したもの 

 （４）賛成又は反対をともに記載したもの 

 （５）賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの 

 （６）賛成又は反対を自書しないもの 

 （７）白紙投票 

 

（情報の提供） 

第１５条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の２日前までに、市民請求若しくは

議会請求又は市長発議の内容の趣旨及び第８条第３項に規定する告示の内容その他

市民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対

して提供しなければならない。 

２ 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求又は市長

発議の内容を記載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請求又は市長発議の事

項に係る計画案その他行政上の資料を一般の縦覧に供しなければならない。ただし、

川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号）第７条に規定する非公開情報に該

当するものについては、この限りでない。 

３ 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平

に扱わなければならない。 

 

（投票運動） 

第１６条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等投票資

格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵

害されるものであってはならない。 



 

 

（開票所等） 

第１７条 開票所は、規則で定めるところにより、選挙管理委員会の指定した場所に

設ける。 

２ 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。 

 

（市民投票の成立要件等） 

第１８条 市民投票は、規則で定めるところにより、一の事項について投票した者の

総数が当該市民投票の投票資格者数の２分の１に満たないときは、成立しないもの

とする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。 

２ 市民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。 

 

（投票結果の告示等） 

第１９条 選挙管理委員会は、前条の規定により市民投票が成立しなかったとき又は

市民投票が成立し、投票結果が確定したときは、規則で定めるところにより、直ち

にこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、市民請求又は議会請求に係る市民投票について、前項の規定による報告

があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者又は市の議会議長に

通知しなければならない。 

 

（結果の尊重） 

第２０条 議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなければなら

ない。 

 

（投票及び開票） 

第２１条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時

間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投票の投票及び開

票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）及び公

職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）の規定に基づき行われる市の議

会の議員及び長の選挙の例による。 

 

（規則への委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、市民投票の実施に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

 この条例は、川口市自治基本条例附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。 


